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日 時 令和６年８月６日（火） 

    午後１時１７分～３時５８分 

場 所 都庁第二本庁舎５階 ５Ｂ会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度 第６回都立公園等指定管理者評価委員会 
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○澤松制度調整担当課長 それでは、ただいまより、第６回都立公園等指定管理者評価委

員会を開催いたします。 

 お忙しい中、お時間をいただきましてありがとうございます。事務局を務めます、公園

緑地部制度調整担当課長の澤松でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は、各施設の二次評価につきまして、ご審議、ご検討いただき、委員会として二次

評価を決定する場となります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、最初に資料の確認をさせていただきます。 

 まず、本日の「次第」と「座席表」をお配りしております。次に、二次評価に関する資

料といたしまして、資料１「事業者の健全性・財務状況に対する評価シート」、資料２

「二次評価（案）一覧表」、資料３「二次評価シート（案）」をお配りしております。 

 そのほか参考資料といたしまして、「一次評価シート」「利用者アンケート結果一覧」

「入園者数まとめ」をタブレットに格納してございますので、必要に応じてご覧いただけ

ればと思います。 

 それでは、各資料についてご説明いたします。 

 まず、資料１をご覧ください。こちらの資料は、公認会計士である守泉先生に作成をお

願いし、各事業者の財務状況について評価していただきました。評価の内容につきまして

は、後ほど守泉委員からのご説明をいただきたいと考えております。 

 次に、資料２をご覧ください。各施設の評価案を一覧表にしたものでございます。委員

全員の評価が一致している場合は、そのまま二次評価案として記載しており、一致してい

ない場合は空欄としてございます。 

 続いて、資料３「二次総合評価シート（案）」をご覧ください。資料３は、各委員のご

意見を取りまとめ、二次評価案としてまとめてございます。委員の皆様からいただいた貴

重なご意見につきましては、二次評価の内容への反映の有無を問わず、全てのご意見を指

定管理者への評価結果通知の際に事務局からお伝えいたします。 

 本日は、各施設の「Ｓ」「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」などの評価結果及び評価コメントについて

ご審議をいただき、二次評価として決定していただきたいと考えております。 

 それでは、本日の評価委員会の進め方についてご説明いたします。次第にありますとお

り、まず各指定管理者の財務状況についてご確認いただき、次にグループごとに各施設の

二次評価と評価コメントをご審議いただき、二次評価を決定していくという流れで進めた

いと思います。 
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 それでは、この後の進行は委員長にお願いしたいと思います。浦田委員長、よろしくお

願いいたします。 

○浦田委員長 それでは、次第に従いまして議事を進めていきたいと思います。 

 まず最初に、今、ご説明ありましたように、資料１を守泉委員に作成していただいてい

る、各指定管理者の財務状況の分析結果でございます。 

 守泉委員からご報告をお願いしたいと思います。 

 

（守泉委員から財務状況の分析結果について報告） 

 

○浦田委員長 それでは、二次評価の審議に移りたいと思います。これからあとは、議事

が公開ということなので、議事概要については後日公開ということになります。それでは、

事前に申込みのあった傍聴希望者が入室しますので、お願いします。 

（傍聴者入室） 

○浦田委員長 それでは、各施設についての二次評価の審議に移ります。次第に従いまし

てグループ順に確認していきたいと思います。 

 まず、各グループにおいて、委員の評価が一致しない施設がありますので、それは一致

しない施設の評価を、まず審議をして、その後、その他の施設について審議すると、そう

いう流れでいきたいと思います。 

 それでは、まず都市部の公園の東部グループについて、事務局から二次評価案を簡潔に

説明をお願いします。 

○事務局 それでは、説明をいたします。お手元の資料３「二次評価シート（案）」の１

ページ目をご覧ください。 

 委員の皆様の評価は一致しておりまして、尾久の原公園がＳ評価、次に、Ａ評価といた

しまして、猿江恩賜公園、大島小松川公園でございまして、そのほかはＢ評価となってお

ります。 

 コメントにつきましては、グループ全体への意見といたしまして、東京東部特有の地域

コミュニティの力を取り入れ、地元傘下の公園運営が進んでいること、また、公園の特性

を生かした個性的な取組が育っていること。 

 尾久の原公園については、地域住民との日常的なコミュニケーションが定着し、公園の

個性が地域に根づいているとのご意見。 
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 大島小松川公園については、行幸対応や団体利用等への適切な対応のほか、遠足での利

用等を通じた公園の利用価値の向上。 

 東綾瀬公園については、重点的な大径木管理など、住宅地における公園管理の課題への

積極的な取組など、ご意見をいただいておりまして、評価コメントにも反映しております。 

 東部グループの説明は以上となります。 

○浦田委員長 それでは、東部グループの二次評価案について、何かご意見がございまし

たらお願いいたします。 

  特に、よろしいですか、ご意見は。よろしければ、２に移りますけれども。 

（「異議なし」の声あり） 

○浦田委員長 それでは、特にないということなので、今、説明がありました二次評価案

のとおりに決定したいと思います。 

 次に、都市部の公園・南部グループの審議に入ります。 

 事務局から説明をお願いします。 

○事務局 それでは、２ページ目をご覧ください。こちらも委員の皆様の評価は一致して

おりまして、日比谷公園がＳ評価、次にＡ評価といたしましては、芝公園、林試の森公園、

祖師谷公園でございまして、そのほかはＢ評価となっております。 

 コメントにつきましては、グループ全体への意見として、歴史・文化的なロケーション

を生かしたイベント展開により、公園の魅力向上に貢献していること。 

 林試の森公園につきましては、教育機関との連携により、研究の場として活用されてい

ることなど、ご意見をいただいておりまして、評価コメントにも反映しております。 

 南部グループの説明は以上でございます。 

○浦田委員長 それでは、南部グループについて、委員の皆様からご意見がございました

ら、ご発言をお願いします。 

 はい、どうぞ。 

○守泉委員 評価に対してどうこうということはないんですけども、林試の森公園に関し

て、マスタープランのとおりに計画を実行されているというところで、大学とも連携して、

こういう研究とも結びつけていこうということを重視されているというのは、それはそれ

でいいんですけども。何かここって、本来であれば場所的な面からいっても、もっと外国

人が来てもいいのかなというふうに思って、公園のいろんなサイトから海外に入っていけ

るとかという検索をしてやってみたんですけども、ここを紹介している英語のサイトとい
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うのはほとんどないんですよね。だから、やっぱり外国人の方が、この辺のところを訪れ

たときに、この存在というのが、海外ではあまり知られていないんじゃないのかなと。 

 東京の中で、こんなところがあるんだというのを考えると、ちょっとオーバーツーリズ

ムになる懸念はありますけども、観光みたいな形の中で、もう少し東京のよさというのを

来てもらってもいいのかなと思うので、その辺りのリンクをもう少しやっていただけると、

さらにもっとよくなるのかなと思います。 

 ここは、あんまりマスタープランでそんなに行っていないので、このとおりにやればい

いのかなというふうに思われたのかもしれないですけども、せっかくですから、もっと来

ていただければいいなというところでございました。 

○浦田委員長 それはあれですか、何かコメントとして書くようなことは必要ですか。特

によろしいですか。 

○守泉委員 僕のほうのところでは書いたと思いますけど、ここには入れていないだけな

ので、個別に何かお話ししていただければ。 

○浦田委員長 はい。分かりました。 

 ほかには何か、ご意見はございますか。よろしいですか。（「異議なし」の声あり） 

○浦田委員長 それでは、南部グループはこれで終わりまして、この二次評価案のとおり

ということでいきたいと思います。 

 それでは、次に、都市部の公園の北部グループ、事務局から説明をお願いします。 

○事務局 それでは、３ページ目でございます。委員の皆様の評価は一致しておりまして、

浮間公園がＳ評価、次にＡ評価として、戸山公園、善福寺公園、高井戸公園、赤塚公園、

石神井公園でございまして、そのほかはＢ評価となっております。 

 コメントにつきましては、グループ全体といたしまして、都民協働から地域協働につな

げるコーディネートスキルや、地産のものを活用した地域の魅力向上への期待など、ご意

見をいただいておりまして、評価コメントにも反映しております。 

 北部グループの説明は以上となります。 

○浦田委員長 それでは、北部グループについて何かご質問、ご意見がございましたら、

お願いいたします。特によろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

○浦田委員長 それでは、北部グループのほうはこれでないようでしたら、二次評価案の

とおりということでいきたいと思います。 
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 それでは、次に、武蔵野の公園グループの審議に入ります。 

 事務局から説明をお願いします。 

○事務局 それでは、４ページ目でございます。こちらも委員の皆様の評価は一致してお

りまして、武蔵国分寺公園がＳ評価、次にＡ評価として、浅間山公園、野川公園でござい

まして、そのほかはＢ評価となっております。 

 コメントにつきましては、六仙公園につきまして、緑の確保と水場の利用法の模索や、

コミュニティ拡大への期待などご意見をいただいておりまして、評価コメントに反映して

おります。 

 武蔵野の公園グループの説明は以上でございます。 

○浦田委員長 はい。それでは武蔵野の公園グループについて、二次評価案について、ご

意見がございましたらお願いをいたします。 

○守泉委員  六仙公園は、なかなか評価を高めるだけのいろいろなネタというか、どう

いうふうにしていいのかって、なかなか今までも見えなかったところで、それが、結構こ

のグループは、ここのところ、今までも置き去りにされていたのかなと思ったんですけど、

昨年のところから、ちょっとこういうことでやっていったほうがいいんじゃないのという

ことの試みが幾つかされ始めてきているので、そこの部分を少し評価したというところと、

あとは、ここの部分、公園の一つの特徴になるのかどうか分からないですけど、周りに水

場のあるところのやつが、ちょっと形が変わったものがあるので、その辺を踏まえた形と、

もう少し北、夏場のところで、もう少し緑があって、過ごしやすい形にされると、今の方

向性を生かした形で、次の評価に上げるのに期待できる部分があるのかなというふうに思

ったので、ここの部分を記載させていただいたということでございます。今後に期待した

いという。 

○浦田委員長 はい。ありがとうございます。 

 ほかの委員からは、何かご意見はございますか。よろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

○浦田委員長 はい。それでは、武蔵野の公園グループについては、この二次評価案のと

おりということでいかせていただきたいと思います。 

 それでは、次は、多摩部の公園グループということで審議に入ります。 

 事務局から説明をお願いします。 

○事務局 ５ページ目でございます。こちら小宮公園につきまして、守泉委員からＳ評価
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をいただいております。そのほかの公園では、委員の皆様の評価は一致しておりまして、

陵南公園がＡ評価、その他がＢ評価となっております。 

 コメントにつきましては、グループ全体として、各公園の独自性豊かなテーマに基づく

都民協働の実施。 

 陵南公園につきましては、公園特性を生かし、ユニークなボランティア活動によって利

用者数を増やしたこと。 

 小宮公園については、継続的な生物多様性の取組として、希少生物や景観の復活を図っ

た点や、高齢者支援アプリと連携し、健康増進の取組を効果的に進めたことへの評価。 

 大戸緑地については、施設をマイクロツーリズムの拠点とした意図や、その取組に関す

る評価、またランドスケープを意識した景観創出への期待などご意見をいただいておりま

して、評価コメントにも反映しております。 

 多摩部の公園グループの説明は以上でございます。 

○浦田委員長 はい。それでは、まず評価が一致していない小宮公園から、取り上げたい

と思います。 

 それで、小宮公園の審議をして、その後、その他の公園の評価を確認するという手順で

いきたいと思います。 

 それでは、小宮公園のほう、審議に入りたいと思います。まず、Ｓ評価ということで、

守泉委員から評価を変更したらどうかというご意見をいただいておりますので、何かご意

見といいますか、その辺のところを少しご説明いただければと思います。 

○守泉委員 最近、ちょっとここでランドスケープチェックというのを幾つか指定管理者

がやっていて、具体的にどういう内容でやってきているのかというところは、詳しい話は

分からないんですけども、公園のランドスケープデザインという部分を意識し始めたのか

なと。海外ですと、利用というだけではなくて、公園のランドスケープというものに関し

て、非常に意識をされている。 

 先生たちといろんな話をすると、やはり公園のランドスケープって、すごく重要なんじ

ゃないかな。例えば、先ほどのＳ評価だって、浮間公園のところで言うと、この近くに住

んでいる人たちが、自分のフェイスブックだとかインスタグラムとかで、自分の住んでい

る街を紹介するときに、浮間公園のあの象徴的なものをバックに写真を撮って、私、ここ

に住んでいるんですよというのをやっている例というのは非常に多いんですね。 

 そうすると、そういうような意味での公園の意味というのを、もっと評価してもいいん
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じゃないかということがあって、ほかのところもそれで選んでいるんですけど。具体的に

小宮公園で言いますと、高齢者の団体の方たちが、楽しく過ごせる場というのをここで入

れていったり、それから、以前からやられている生物多様性のところの努力というのが、

確実に根づいてきているんだと思うんですね。 

 だから、ずっと下に下りていって歩いていくと、ちょっと大げさかもしれないですけど、

東京の小瀬みたいな環境のデザインと、それが味わえるところというのを、長い間努力を

して築き上げているということもあるので、これらのところを評価をして、「Ｓ」にして

もいいんじゃないのかというのが私の考えでございます。 

 ただ、ほかの方たちと大分違うので、ちょっとこういう考えに対してどう思われるのか

というのを、ご意見を聞かせていただければというふうに思います。 

○浦田委員長 という今、守泉委員のご説明ですけども、何かご意見はございますか。 

 金子先生、ランドスケープチェックって言葉は、割と使われていますか。 

○金子委員 あんまり使わないんですよね。 

○菊池委員 あまり聞かないですね。 

○浦田委員長 多分、恐らくウォークスルーと言う人もいるんですけど、最初、植えたと

きは、まだ樹木がそれほどじゃないので、まばらな感じでちゃんと見通しもいいようなと

ころが、だんだん成長してくると、かなり密な状態になって。そうすると、ちょっと当初

の設計の意図と大分、だんだん乖離してくるので、ウォークスルーをして、ここはもう取

ったほうがいいんじゃないのというようなことは、やっている例は。 

○菊池委員 そういうふうであれば、公園じゃないですけど、民間の企業緑地というか、

そこでやっている例は幾つか。企業緑地とか、屋上緑化とか、壁面緑化とかではやって、

それを売りにしている業者さんというか、事業者さんもあるので、ないことはないですけ

れども。公園でとなると、結構。 

○荻原委員 庭園なんかは、すごくやっていますよね。 

○菊池委員 そうですね。日本庭園とかそういう。 

○守泉委員 地域だけで見ると、景観計画とかそういう中で、例えば国会議事堂が見える

ところに関してはこうだという形で、都市計画の中に入れているんですけど、日本の文献

のところではあんまり見ていなくて、海外の文献とかを見ると、そういうところの部分が

結構盛んに論文があったりとか、本があったりとかしているんですけど、日本であんまり

そういうのを紹介しているのは見たことがない。 
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○荻原委員 評価の基準もないと思います。 

○守泉委員 そうなんですよね。では、景観をどうやって評価をするのというのは、問題

になるかもしれないですけど、イギリスのいろんな評価基準とかというのを、昔、調査を

したことがあるんですけど、病院なんかも、病院のデザインとかね。病院の歩くときの風

景の感覚だとか、あれも評価の対象になっているんですよね。 

 それから、イタリアとかは芸術、オペラとか、ああいうやつなんかも、これも評価しち

ゃっていいんだと思うんですけども、点数で評価しているんですよね。海外ではそういう

ことは普通にやられているんですけど、日本は、なかなかあまりそういうところが結構や

っていないので。 

○荻原委員 指定管理者では、そんなに大きく風景を変えるという事業ではないので、緑

地管理とイコールになっているんじゃないでしょうか。 

○守泉委員 そういうところに収まっちゃっているので、ちょっとどうなのかという。 

○菊池委員 結構ランドスケープというと広い、その借景も含めてみたいになってしまう

と、公園だけだと、やっぱりこの散策路みたいに、ある程度閉ざされているところであれ

ば、そういうチェックをしてというのであるかなと思うんですけど、結構、日本庭園みた

いに借景で向こう、結構、遠景まで入れてとなると、やりにくいし、ランドスケープとい

う言葉も、結構、日本だといろんな意味を持っているので、もう少し限定したい表現でや

ったほうが伝わるのかなという気がしますね。 

 造園の分野でランドスケープといえば景観ですけれども、生態系とかの分野でランドス

ケープというと、その生物の生きている空間みたいな意味になってしまって、これを読ん

だ方がどっちに取るのかによって、生態系も含めたそういう場づくりをチェックしている

と読める、読む方もいらっしゃるだろうし、先生がおっしゃったような見える景色をトー

タルで評価していると読む方もいるので、その辺の見える景色のところ、公園の中で総合

的に評価してやっているということを何か伝えるというふうなのであれば、入れたほうが

いいかなと思いますが。 

○荻原委員 自然景観の復活に力を注ぐとか。 

○菊池委員 そういう何か景観という言葉にしたほうが、何か景観という言葉も難しいと

いえば難しいんですけど。 

○守泉委員 それはお任せします。 

○浦田委員長 あと、だからあれですよね。見晴らしのいいはずの場所が、木で見えなく
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なっちゃっているというところを、少し見晴らしをよくするとかというのもあるかもしれ

ません。そんなようなことなのかなという。 

 

○守泉委員 いや、それとともに、やっている、チェックだけじゃなくてインスタグラム

を開始して、インスタグラムのずっとこれを見ると、そのポイントポイントの自然の景観

というかな、生物の呼んだものというのを、常に新鮮な形でいっぱい出してきているんで

すよね。ですから、そういうところも含めて、入れてもいいんじゃないかというところな

んです。僕が言っているのは、イベントの話をしているのではなくて、そういう面の、要

はランドスケープを見せるという部分という、その部分の話をさっき説明したとおりです

ので、イベントの話をしているわけではない。 

 これは結果として、多数決で決めていただくのは全然構わないんですけど、僕はちょっ

とそういうランドスケープという問題を提示したいというのと、この努力を認めてもいい

というのが趣旨です。 

○金子委員 今のランドスケープも含めて維持管理ですよね。その施設の維持ということ

に関して、あるいは、施設を向上させるために努力している点を評価するという意味では、

守泉先生がおっしゃったことは、評価していいと私も思いますがほかでも評価できること

はあるかどうかということだけは、ちょっと気になるということですね。 

○浦田委員長 いかがですか。何かご意見はありますか。 

○菊池委員 よろしいですか。すみません。取組としては、評価したいなとは思うんです

けど、それが何か成果につながっているかというと、そこがちょっと、もう一息かなとい

うところが、このやるという姿は評価したいんですけど、それが先ほど委員長のほうから

も、インスタグラムのフォロワーがという話があって、やっぱり発信するということは、

まず第一歩として大事だと思うんですけれども、そこがちゃんと成果としてつながってい

るかというところが、まだもうちょっと頑張ってほしいなという気もするので、難しいな

という。私はちょっと「Ａ」でいいのかなというところが若干あります。成果として見え

て、やっていることはすばらしいんですけど、それが本当に成果としてつながれば「Ｓ」

かなというふうに、ちょっと聞いていて思いました。 

○浦田委員長 絶対に駄目、絶対にもう「Ｓ」はちょっとやり過ぎだという感じの意見は、

多分ないんだろうと思うんですよね、恐らく。 

○菊池委員 やり過ぎというんじゃないんですけどね。何かもっとできそうな気もするな



- 11 - 

 

みたいなのがあるので。 

○荻原委員 ランドスケープチェックみたいな話ですと、単にこの一つのところで、ちょ

っとやってみたというよりは、もう少し、例えばグループ全体としてそういう基準を持っ

て取り組んでいるという、新しい手法を開発してやっているみたいな。今、話していても、

ランドスケープチェックという言葉は出ているけど、それは一体何だろうねみたいな話に

なっちゃっているんで、もう少し確立していくといいし、このグループって西部、このパ

ートナーズのグループって、割とそういうのを横に展開していける力があるところ、そう

いうパターンでやっていらっしゃるから、もう少し展開していただけて、手法として確立

して、ほかもこういうことは大事だというふうになってくるといいなと、そこら辺まで行

くといいなという感じはしました。 

○浦田委員長 いや、多分、これ、その後、守泉先生から提案されているやつは、みんな、

やや、こういう感じの議論になりそうなやつばっかりなので。 

○荻原委員 そういう意味では、やっぱり「Ａ」でいいかなという感じはします。 

○菊池委員 やっていることはすばらしいと思うんですけど、何かちょっとよく分からな

い。よく分からないというのは失礼ですけど。 

○浦田委員長 では、現状「Ａ」にして、さらにこの取組の経過を注意深く見ていくとい

うような形でいかがでしょうか。緑のボリュームが多くなっている中で、どこの公園もこ

のランドスケープという視点を意識して管理されていると思いますが、予算との関係もあ

り、一遍に全部はできないんで、少しずつやってはいるのかなとは思うんですけどね。 

 それでは、ここは引き続き、よく状況を見ていくということで、現状維持でこの今のＡ

評価でやらせていただくということにさせていただきたいと思います。 

 では、ほかの公園については、何か特にご意見はありますか。あと二次評価のこのコメ

ントのところもご意見はありますか。特によろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

○浦田委員長 はい。それでは、ここのところについては、二次評価案のとおりというこ

とでさせていただきたいと思います。 

 それでは、次は狭山丘陵グループの審議に入ります。 

 まず、評価が一致しない狭山公園ですけれども、これの狭山公園のほうの確認をさせて

いただいて、それから、ほかの公園についての評価という形にしたいと思います。 

 それでは、狭山公園について、守泉委員から、別評価というご意見をいただいておりま
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すので、何かご発言がございましたら。 

○守泉委員 ここは、特にランドスケープの視点とはちょっと違っていて、今回、先ほど

も委員長がお話ししたみたいに、評価の部分を少し変えているというところはありますけ

ども、そのときに、コロナ後で見たときに、今までコロナ前のときに、にぎわいの創出と

いうことがやたらと公園のところで言われて、いろんなイベントどうのこうのというのが

言われたのが、コロナ後はどうなるのかねといったとき、コロナ後の都市の在り方とかと

いうので、私も、先生も、何か、その委員で入って、国交省の委員会でやったものはあり

ますけど、それになると、もっと利用、いろんな都市の在り方って多様化するんじゃない

のかなと。そのときに、にぎわいの創出ということだけじゃない部分というのを、より多

く見ていかなければいけないでしょうと。 

 その観点から見ていったときに、確かに狭山公園の場合に、利用者がここで減ったこと

は減ったんですね。ところが、それはコロナのときに、かなりいっぱい訪れて、異常な、

それが異常値だったんじゃないかと。そうすると、それを減ったからといって、あまりそ

こをマイナスの評価をするんではなくて、本来の使い方を今模索しているところになって

きているんじゃないかというのが１点目と、それに対して、ここの問題点は、夏場のとき

に、日差しをよけられるところがなかなかないということで、利用者が少し減ってしまう

とかということもあったりして、この公園がどういうふうに方向を変えていくのかなとい

ったときに、一つは、ヘルシーパークとしての視点を入れていっているということがあり

ます。 

 それから、もう一つは、小さなことなのかもしれないですけども、電気自動車を導入し

て、電気自動車が必ずしもエネルギーの問題でいいかどうかは別として、東京都も推奨し

ているところですので、そういう面のところを評価を入れてもいいでしょうねと。そうす

ると、昨年と比べて評価を落とす必要はなくて、昨年並みのことをやっていると考えても

いいんじゃないですかということで、「Ｓ」でもいいのかというのが私の考えでございま

す。 

○浦田委員長 というご意見なんですけども、この狭山公園はどうですかね。何か、あん

まり賛成、反対みたいな話でもないんですけど、どんな感じでしょうか。 

○荻原委員 昨年とほとんど継続した形なんでしょうか。点数が減ったとしたら、どこが

減ったのですかね。昨年は「Ｓ」だった。 

○浦田委員長 恐らくやっていることはそんなに変わるとは思えないので、この評価項目
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の点数の重みづけが少し変わっているので、多少その影響はあるのかなという感じですけ

ども。 

○澤松制度調整担当課長 事務局のほうからも、一応、一次評価、昨年度と何が変わった

かというところを少しご説明します。 

○事務局 昨年度、Ｒ４年度の評価において、一次評価シート上、さびが目立つ橋の耐久

性を考えて塗料を選択して、長寿命化を図ったことですとか、また、風景を創出するとい

うことで、枯損木の伐採、下刈り処理等丁寧な維持管理を行って、新たに景観づくりにつ

なげたこと。そのほか駐車場のゲートの開閉自動化に伴って、土日祝日を含め、警備員を

配置して丁寧に対応を行っている点など、維持管理に関する加点項目が多かったというの

が、昨年度、Ｒ４年度評価の一次評価シートの状況でした。 

 加えて申し上げると、にぎわい創出関連の項目については、Ｒ４年度、Ｒ５年度とも加

点項目が継続して多いという状況です。 

○荻原委員 ならば、この二次評価、一次評価は妥当なのかなという気がしますけど。 

○浦田委員長 聞いた限りだと、去年の加点項目が今年は少なくなった結果、若干落ちた

という、そういう感じのようなんですよ。 

 ただ、一方で、基本的にそんなに大きな管理自体が変わっている話でもなく、項目の変

更や、点数の重みづけが変わった影響が若干ある。今、守泉先生から言われた評価する点

もあるというところを重く見れば、昨年に引き続き「Ｓ」でもいいんじゃないかという考

え方もあると思うが、評点どおりで点数を積み上げているんで、評点どおりでいいんじゃ

ないかという意見のほうが多ければ、そのままにしておきますけれども、どうですか。 

○荻原委員 そうかと思います。 

○浦田委員長 では、また、ここも「Ａ」を維持して、ただ、いずれにしてもあれですよ

ね。ボーダーラインにあるということなので、よく来年度以降の評価のときも、よく見て

いくということでいきたいと思います。 

 あと、この二次評価のコメントのところは、何か書き加えてほしいとかそういうご意見

はございますか。特によろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

○浦田委員長 はい。それでは、この狭山丘陵グループですけれども、この二次評価につ

いては、二次評価案と同じという形にさせていただきたいと思います。 

 それでは、次に多摩丘陵グループの審議に入りたいと思います。 
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 では、事務局から説明をお願いします。 

○事務局 それでは、７ページをご覧ください。小山田緑地につきましては、守泉委員か

らＳ評価をいただいております。その他の公園につきましては、委員の皆様の評価は一致

しておりまして、小山内裏公園、桜ヶ丘公園がＡ評価、その他はＢ評価となっております。 

 コメントにつきましては、小山田緑地と桜ヶ丘公園について、土砂災害の復旧対応やリ

スクを踏まえた対応を実施していること、さらに小山田緑地については、パラスポーツ入

門プログラムを取り入れ、公園のにぎわい創出に向けて意欲的な取組を進めたことへの評

価、小山内裏公園については、ホタル観察会の範囲拡大への期待や、近隣団体等とのパー

クミーティングの取組など、ご意見をいただいておりまして、評価コメントにも反映して

おります。 

 多摩丘陵グループの説明は以上となります。 

○浦田委員長 はい。それでは、多摩丘陵グループについても評価が一致していないのが、

小山田緑地でございます。これも守泉先生から、Ｓ評価でどうかというご意見をいただい

ておりますので、これ、少しご発言がございましたら、お願いしたいと思います。 

○守泉委員 これも、ランドスケープとはちょっと違う話で、まず、小山田緑地のここの

場所って、雨の後とか結構行くと、歩くところはかなりぬかるんで危ないところがあった

り、ちょっと資料を持ってくれば。土砂災害の危険があるようなところが結構この辺の近

くにいっぱいある中で、それに対しての予防等の措置を適切にやったというところは、今

ふうの１時間１００ミリの雨が降る中で、そういうところにも気を遣っているねというと

ころは評価をしてもいいのという点が一つと。 

 もう一つは、これ、必ずしもこれぴたっと合っているというわけではないんですが、緑

地というのと高齢者というのを結びつけて、パラスポーツの入門のプログラムをという部

分の領域を少し入れていこうとした努力の部分を、その辺りの方向性というのが、今後に

結びついていくというところなので、評価をしたいというところ。 

 ただし、パラスポーツの部分に関して、今回、こうやって頑張ったのはいいんですけど、

ちょっと違うなというのを私から言うと、室内でボッチャをやっているんですよね。ボッ

チャというのは、基本的に室内でやるので、緑地というのをもし生かすとすれば、本来で

あれば、外の空間でそういうのができるというふうに考えるべきものだと思うんですね。 

 そのときに、ボッチャとほとんど同じようなゲームで、同じふうにできる屋外のものと

して、ペタンクというのがあるんですよ。何が違うのかというと、投げる材質の丸いもの
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がちょっと違っていて、ペタンクだとボッチャとほとんど同じようなルールで、外で、緑

地でできるんですよね。だから、本当であれば、ペタンクを入れて、それで高齢者等が、

みんなこれで楽しめるというようなところを一つ設けていって、それが競技に入っていき

たいという人が出てくれば、それを利用してボッチャに移ってくるというようなこともで

きるのかというふうに思うので、そこはちょっとずれているかなと思うんですけども。 

 ただ、その一方で、こういう方向で考えて、この公園の利用をやろうとしたという意図

のところは、評価してあげてもいいんじゃないかというところで、「Ｓ」ということにさ

せていただいたということです。 

○浦田委員長 はい。というご意見なんですけれども、ここについてはいかがですか。 

○荻原委員 今おっしゃった、最初におっしゃった評価の、ぬかるんでいるところを直し

たというのは、何かここに書いていないですよね。書き込んではいないですよね。二次評

価のところ。もしそれを入れるなら入れたほうがいいのかなと思います。 

○浦田委員長 一応、この一次評価でいくと、追加対応業務の効果的な実施という項目が

あるんですけど、そこは水準を上回るという形で、このシート上は、若干評価されている

という感じですかね。 

○荻原委員 同じグループ内でいえば、小山内裏公園なんかは過去にも「Ｓ」が多かった

んですけど、すごい地域と密着して、いろんな地域の組織を引き出して、パワーを引き出

して公園の上に入れて「Ｓ」ということがありますけど、割と小山田緑地のほうは、まだ

そういう協働の力で、自然、エコロジカルなことをやるとか、生物多様性を豊かにしてい

るとかというのが、もう少し地域の主体性を引き出すような形になっていくと、評価が上

がってもいいかなとは思うんですけど、今、途上なところがあるのかなという感じはあり、

今は「Ａ」でもいいかなという気がします。 

○浦田委員長 分かりました。 

 菊池先生と金子先生は何かありますか。 

○菊池委員 私も、そんな気がします。桜ヶ丘公園とかも、やっぱりいろんな主体といろ

いろやっているとか、活動の種類とかもあるのとか、それぞれの公園として特徴なので比

較はできないとは思うんですけれども、もう一息かなという感じなんですよ。 

○浦田委員長 それであれですね、その結果、今はこんな状態になっているという、桜ヶ

丘とかは去年別の項目の評価が高くて「Ｓ」だったのが「Ａ」になっちゃっていますけど。 

○守泉委員 ただ、ちょっと付け加えさせていただいて、ここ全体のグループで見たとき
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に、前年の桜ヶ丘もそうですけども、いろんな公園協会には珍しいといえばそうかもしれ

ませんけれども、新しいいろんな試みをやろうとしてぶつけてきているんですよね。桜ヶ

丘の「Ｓ」にしたときのああいうものもあったんですけども、それプラス本当は、桜ヶ丘

は桜と竹林がきれいなんで、あそこをもっと見せられるような形だといいなというのがあ

る反面、小山内裏の場合には、本来であれば普通に毎回「Ｓ」を取ってもいいようなベー

スを持っていながら、どうも業務がマンネリ化してきちゃっているんで、いろんな行事を

やっているんですけども、前からやっているよねというところで、ちょっと新鮮味がない

かな。 

 一つ例えば言うと、蛍をサンクチュアリで見せたというのがありますけども、僕から言

わせれば、ちょっと生物多様性からどうなんだと言われるかもしれないんですけども、こ

こ、何か大正池みたいな雰囲気のところの池もあったりするんで、その辺あたりの水場が

多いので、蛍を実際人工のものを放して、蛍の里みたいな形を、もう何というか、人工的

に造ってしまうというのをやってもいいのかなと思いますけど、いや、これは生物多様性

の観点から駄目だよねというふうに言う人もいて、ちょっと日本では生物多様性の考え方

が明治の時代まで戻せばいいという考えで凝り固まっているので、海外だといろんな事例

があって、縄文時代の、要は原始時代まで戻した形のものをつくり上げていったりとか、

いろんなことをやっているし、また生物学の観点からすると、何を外来種とするのかとい

ったときに、既存の生物に対して害を与えるものだけを排除すればいいじゃないかと。単

純に外来種どうのこうので差別すべきじゃないじゃないかという意見を何か学会の中でも

話している先生もいらっしゃるので、いろんな意見があるかと思うんですけど、小山内裏

はもう蛍を放して、そこにばっとやって、人をばっと集めてもいいのかなというのがあっ

て、その中で全部グループで見ていったときに、ここの公園協会のこのグループで努力し

ているところでどこかを「Ｓ」にしてあげたいなというのが背景では一つあるんですよね。 

○浦田委員長 なるほど。 

○守泉委員 その中で小山田緑地が今までいま一つだったところがここまで来ているし、

やっている方向が、なるほど、こういう使い方でやっていくのはセンスはいいですよねと

いうのがあって、どこを「Ｓ」にするかといったときにここがいいんではないかというの

が少し背景になっています。 

○荻原委員 今おっしゃったこの中でどこかを「Ｓ」にしようという考え方じゃないんじ

ゃないかなという。 
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○守泉委員 必ずしもそうではないんですけど、全体で努力をしているところをどこかで

見てあげたいねというところです。 

○菊池委員 それは分かるのですけど。 

○荻原委員 さっきおっしゃった、何かマンネリ化しているというのは、公園管理におい

ては、それは毎年同じだから駄目ということではなく、あるレベルで同じことをずっとや

っているということはすばらしいので、それが「Ｓ」かどうかという見方だけで、去年と

同じだから「Ａ」に下げるよという話ではないと思いますので、ただ、積み上げていくと

「Ａ」だったということだと思うんですね。 

 この小山田緑地も積み上げていったら「Ａ」だったということで、「Ｓ」になるとやっ

ぱりある程度ほかのところの模範にしましょうぐらいのやっぱりすばらしいところがある

べきだと思うんですけど、あんまりそんなに、今の段階ではあそこを模範にというところ

までは至っていないという意味では、「Ａ」と評価でよろしいんではないかと思います。 

○浦田委員長 ほかに意見はございますか。 

（「異議なし」の声あり） 

○浦田委員長 はい。それでは、ほかの長沼、平山城址、小山内裏、桜ヶ丘についてはよ

ろしいですか。あと、二次評価のコメント欄について何かご意見がありましたら。よろし

いですかね。 

（「異議なし」の声あり） 

○浦田委員長 それでは、多摩丘陵グループについては、今の二次評価案のとおりという

ことにさせていただきたいと思います。 

 それでは、次は、大神山公園ですね。 事務局から説明をお願いします。 

○事務局 それでは、８ページ目でございます。こちらは守泉委員からＳ評価をいただい

ております。 

 コメントにつきましては、カフェの企画やワーケーションができる環境整備のほか、屋

外映画祭の開催などにより新たなニーズを開拓したことなど、ご意見をいただいておりま

して、評価コメントに反映しております。 

 大神山公園の説明は以上でございます。 

○浦田委員長 はい。守泉委員からＳ評価でどうかという問題提起をいただいていますの

で、もしご発言がありましたらお願いいたします。 

○守泉委員 これに関しては、公園の新しい利用の仕方を提示したという、大神山公園に
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おける、それがＷｉ－Ｆｉ環境を整備したカフェというのもありますけれども、映画祭と

いうことだけを見ているんではなくて、夜の小笠原の過ごし方といったときに、映画館も

何もない中で、こういう映画祭ということをベースに、映像表現というのを屋外で加える

という可能性を示したんじゃないかなと。そうすると、これを映画祭だけではなくて、例

えばいろんな映画とかいろんな上映とかというのを含めて、夜のここの過ごし方というの

を提示して、こちらに来た観光客だけではなくて、地元の人たちにもこれを通じて、例え

ばちょっと教育映画のこういうことをやりましたとか、こういうもののやつをやりました

と。将来は例えば何々映画祭というのを、島の映画祭みたいな形に広げることもできるん

で、そういう意味の大きな可能性を提示したというところを評価したくて、それは一定の

評価は映画祭をやったという形では評価をされているんですけど、僕はそれをもっと大き

なもので捉えたいということがあったんで、評価してもいいんではないかというところで

す。 

○浦田委員長 それでは、今、そういう説明なんですけれども、ほかの委員からは何かご

意見がございますか。はい、どうぞ。 

○荻原委員 夜の映画祭の企画がよかったから「Ｓ」という感じではないなという感じは

します。ほかの公園もいろんな工夫をしていろんなイベントをやって、いいイベントもあ

ればというのがあるんで、そういうレベルだと思うんですけど、今回、聞いていいなと思

ったのは、なかなか行けないところってすごいハンディのある公園なんですが、割と行か

なくてもネットでそれを中継してとか、こっちにいる方が参加してその運営を協力すると

いうか、新しいそういうＺ世代の公園の価値、行かなくても価値をつくり出せるというよ

うな参加の仕方を開発されたなというところでちょっと感心したんで、これがもう少し発

展して、そういうものが定着したり広がったりしていったら本当に「Ｓ」と、全然ほかの

公園とは違う評価の視点になりますけれども、行かなくても存在感抜群の公園、価値のあ

る公園というのができていくというので、もう少し広がっていったらそこを「Ｓ」にして、

今年は様子見でもいいのかなという気はしましたけれども。 

○浦田委員長 ここは菊池委員とか金子委員は、何かご意見ありますか。映画祭は令和元

年に一度やって、それでコロナで多分、コロナの世代ですよね、多分ね。それからしばら

くやっていなくて、４年度にまた再開してという感じなんですよね。だから、荻原さんが

言われたように、守泉先生もそうおっしゃっている感じがあるかもしれませんけど、少し

もう一声発展すれば、かなり本当に「Ｓ」になるような感じにはなりそうかなと思います
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けれども、今のところは取りあえず「Ａ」でいいんじゃないかなという感じですけれども、

よろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

○浦田委員長 はい。それでは、大神山公園については、この二次評価案のとおりという

ことでいきたいと思います。 

 それでは、前半の最後、防災公園グループの審議に入ります。 事務局のほうから説明

をお願いします。 

○事務局 防災公園につきましては、９ページ、１０ページの２枚になっております。委

員の皆様の評価は一致しておりまして、代々木公園、葛西臨海公園がＳ評価でございます。

次に、Ａ評価といたしまして、砧公園、駒沢オリンピック公園、善福寺川緑地、和田堀公

園、汐入公園、舎人公園、水元公園、府中の森公園、小金井公園でございます。そのほか

はＢ評価となっております。 

 評価コメントに直接反映しないものとして各委員からご意見をいただいております。ま

ず、各公園における地域と連携した防災訓練等の取組や地域防災力向上に資する継続的な

取組への期待。また、大規模救出救助活動拠点として発災時の機能の発揮に向けた検討を

行うということ。また、大規模公園として地域コミュニティの形成に向けた取組への期待。

日常の公園利用の幅を広げるような地域団体への投げかけや企画提案の掘り起こし、支援

などの体制づくりが効果的であるとのご提案などをご記載いただいております。なお、評

価コメントにつきましては事務局案のままとしております。 

 防災公園グループの説明は以上となります。 

○浦田委員長 はい。それでは、防災公園グループについては、この「Ｓ」「Ａ」「Ｂ」

「Ｃ」評価は皆さん一致していますので、これでいいかなと思いますけれども、何かコメ

ント欄のところは、ご意見はございますか。 

○荻原委員 評価のほうのコメントではなくて、その他の意見で書き添えていただいたん

ですけれども、ちょっとコロナの頃、特にその前からここの委員会で議論が、防災公園グ

ループについては、どうしても防災公園ということで、防災のことで評価というか、話が

出ますけれども、かなり都心の中でたくさんの一番重要な公園を抱えているグループで、

防災の話だけじゃないでしょうというのを前の委員会、ちょっとメンバーが替わったんで

すけど、前のときに随分話をしまして、特にコロナになってきてから居場所としての公園

とか住民参加で、もっとこういうことを住民というか都民参加でつくっていくサードプレ
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イスとか、そういうもっと豊かな居場所としての公園をどうつくっていくかということが

少しコロナのときにやり始めたんですけれども、またそういうことがあんまり目が向けら

れなくなっているので、せっかくそういうやりかけた、イベントだけではなくて公園ライ

フをどう都心の公園で過ごすかというところの豊かさをつくっていくということに引き続

き力を入れてほしいということを書いたつもりですので、お伝えいただければと思います。

皆さんにもそのことをお伝えしておきたいと思います。 

○浦田委員長 守泉委員、どうぞ。 

○守泉委員 私は、その他の意見で書いたんですけども、東京都のＢＣＰが地震と水害と

富士山の噴火というのを入れているのにもかかわらず、この防災公園が地震にばっかり特

化していて、水害と富士山の噴火に対してこれこれこういう施策をやっていますよという

ことがここしばらくのところでも、プレゼンのところでも全く出てきていないんですよね。 

 それは、その他の意見にしたのは、これはやっぱり東京都のほうである程度指導をして

いただいてやるべき部分も多いのかなというところがあるので、この辺のところはぜひ、

特に地震というのはもういつ起こるか分からないかもしれないけれども、確率的には非常

に頻繁に起こるものではない。その一方で、水害の問題、特に従来からの国交省とかのあ

れもあるかもしれないけども、１時間７５ミリというのを前提にいろんな施策をして、合

わせ技一本でそれに対抗するという従来のものがもう通用しないのは分かっているわけで

すよね。１時間１００ミリなのは普通にある中で、合わせ技一本ではなくて、一つで一本

取るぐらいのことを何かやらなきゃいけないでしょうと。それに対してこの防災公園が何

を提示しているんですかというところが見えてこないというのがあるので、なかなか難し

い問題はあるのは分かっています。公園がどうやって水を吸収してどうできるかなという

のは、一部には地下のところで大きく水を流して対応するというのを長期の計画でやって

いるのもありますけれども、この今の夏とかをどう、この公園が何ができるのかというの

が、やれるものを見せていただきたいというのが希望です。そのためにちょっと書かせて

いただいたということです。 

○浦田委員長 はい。ありがとうございます。 

 ほかにはございますか。よろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

○浦田委員長 防災公園グループについては、この二次評価案のとおりということで決定

させていただきます。 
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 一応ここで９グループ終了ということで、休憩に入ります。５５分から再開させていた

だきます。 

（休憩：１４時４３分） 

（再開：１４時５７分） 

○浦田委員長 それでは、委員会を再開します。 

 では、まず後半は、文化財庭園グループの審議に入ります。 

 事務局から説明をお願いします。 

○事務局 はい。それでは、資料の１１ページをご覧ください。 

 まず、旧芝離宮恩賜庭園については、守泉委員からＳ評価をいただいております。その

他の庭園につきましては、委員の皆様の評価は一致しておりまして、浜離宮恩賜庭園、小

石川後楽園、旧岩崎邸庭園がＳ評価。次に、Ａ評価といたしまして六義園、清澄庭園、旧

古河庭園でございまして、そのほかはＢ評価となっております。 

 コメントについては、グループ全体といたしまして、インバウンドを含む観光資源とし

ての公園の見せ方やサービスの質の向上、夜間イベントといった魅力的な企画・展開への

評価。旧芝離宮恩賜庭園については、西洋館を映像で復活させるなど、独自性を強調した

取組やエリアマネジメント事業者との連携による企業協働など、ご意見をいただいており

まして、評価のコメントに反映しております。 

 文化財庭園グループの説明は以上でございます。 

○浦田委員長 はい。それでは、評価が一致しない旧芝離宮恩賜庭園、これ守泉委員から

Ｓ評価にしたらどうかという問題提起をいただいておりますので、まずご発言がありまし

たらお願いします。 

○守泉委員 これも別にランドスケープで言っているのではなくて、以前から旧芝離宮恩

賜庭園というのは浜離宮恩賜庭園と比較的近いこともあって、浜離宮恩賜庭園のついでに

行くかみたいな独自性というのがどうも感じられない部分があって、政策的にも似たよう

な形のところで、ちょっと悪い言い方をすると附属品みたいな形の扱いのような気がして

いたんですけども、今回のところではそこから独立した独自性というのを強く示そうとい

う意図が非常に見られたという、具体的には、今、象徴的なものとして施設がない中で、

西洋館をまず映像として復活させて、ここの組織はもともとこうだったんだよというのを

見せていこうというところと。 

 さらにもう一つは、自分だけではなくて、ここのよさを周りとの関係で高めていくため
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に、というのは、浜離宮恩賜庭園は別に置いておけばいろんな人も来るし、問題なく出て

いくんですね。ところがここのところの独自性を高めるためには、この公園協会の一つの

戦略としては、エリアマネジメントの一つとしてここを位置づけていこうというところで、

エリマネの事業者との間の連携で、いろいろな模索をしつつこういうことをやっていった

というのが昨年の状況なので、そういう意味では、子供が独り立ちをしたというのではな

いですけども、独自性を見せるところをやり始めたというところを評価したいと。 

 ただ、その一方で、まだまだこれは始まったばっかりで成果が出ていないよねというふ

うに言われればそれまでなんですけれども、それはそれとして、こういうことをやろうと

しているということを我々は評価をしたいんですよという意図は示したいというところで

ございます。 

○浦田委員長 はい。では、これについては、ほかの委員の方の皆さんのご意見はござい

ますか。 

○菊池委員 よろしいですか。今とはちょっと関係ないんですけど、この旧芝離宮恩賜庭

園って東京ポートシティの裏にあるところですよね。位置的に浜松町の駅のところですよ

ね。 

○大道公園計画担当部長 はい、そうです。 

○菊池委員 民間事業者側が、ポートシティ側がこっち向いていないじゃないですか。だ

からやっぱり、ヤフーとかいるビルですよね、あそこって。ソフトバンクとか入っている

ビルですよね。もう少しやることあるんじゃないか、やれることがあるんじゃないかなと

ちょっと思うんですよね。やっぱり何であの施設がお尻を向けちゃったかみたいなのがあ

る気がしていて、本来であればこっちの俯瞰というか、お隣というか、周りが高層ビルで

見る景観として使えるはずなのに逆向いているというか、というところを考えると、いや

いやまだまだあることある、やることがあるんじゃないかなと。今やっていることは確か

に意味があることだと思うんですけれども、今までの浜松町駅から行けるというだけでは

なくて、海側からのアクセスも今後増えていくということも考えると、ここで「Ｓ」とい

うよりも、まだまだやることあるし、今のこれで頑張ってねというので私はいいんじゃな

いかなという気がします。 

 今まで確かに旧芝離宮恩賜庭園って、先生がおっしゃったように、おまけというか、全

然知らない人も多かった。ちょっと穴場的なところだったかもしれないし、整備状況もそ

こまできれいではなかったと、やはりいろんな方から聞くので、そこを考えると、今ここ
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で「Ｓ」にする、もうちょっと頑張ってほしいなという思いが私はあります。 

○浦田委員長 ありがとうございます。 

 ほかの委員の先生方、何かご意見ございますか。 

○金子委員 今の意見で、結果は、今、菊池先生がおっしゃったように、まだ期待ができ

るところがありますけども、一次評価を見ると、地域との連携についてはかなり評価をし

て得点はついていますので、点数的にはやむを得ないのかなという気がしますけども、コ

メントとしてそういったきっかけをつくって頑張って、さらなる成果を期待したいという

ような部分でのコメントを書いておくというのはあるかと思うんですけども。 

○浦田委員長 旧芝離宮恩賜庭園はずっと「Ｂ」で去年「Ａ」になってという感じなんで

すね。さらに一踏ん張りしていただいて、本当にみんな、これはもう「Ｓ」だという状態

まで頑張ってもらうという感じですかね。 

 前々年が「Ｂ」で、去年「Ａ」でということなんで、２年目ということですね、Ｒ４、

Ｒ５だから。だからもうさらに、大分要するに今までとは違う感じにはなってきていると

いうところはコメントでも評価されているということなので、さらにもう一踏ん張りして、

本当に「Ｓ」にふさわしいという形になってもらいたいということかと思います。 

 では、この二次評価案のとおりでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○浦田委員長 文化財庭園グループで二次評価のコメントを少し修正されていますけれど

も、このコメントを踏まえて何かご発言はございますか。 

 去年、清澄庭園もうちょっと頑張れみたいな話をされていました。違いましたか。 

○守泉委員 そうなんですね。清澄庭園って、まず交通の面でちょっと場所的に問題があ

るんですけども、もともと例えば何というかな、いろんなところの石を持ってきてやると

か、一つ一つ深い意味があるんですけど、それが何か利用者にあまり通じていないんです

よね。本当に何か教科書どおりにやってきているんですけども、もっと一つ一つの深い意

味のところをもう少し面白おかしくではないですけど、一般の人に分かりやすくやると清

澄庭園のもっとよさが分かってもらえるんだろうねとは思うんですけど、そのまま見ると、

何か平凡に見えてしまうんですけどね。そこはなかなか難しいところですよね。 

○浦田委員長 清澄庭園は、今回、関東大震災の展示とかいろいろ取り組んだ結果、

「Ａ」に上がっていますけれども。 

 それでは、これについては、文化財庭園グループについては、この整理していただいた
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案でいきたいと思います。 

 それでは、次は神代植物公園の審議に入りたいと思います。 

 では、事務局から説明をお願いします。 

○事務局 １２ページをご覧ください。委員の皆様の評価は一致しておりまして、Ａ評価

となっております。 

 評価コメントに直接反映しないものとして各委員からご意見をいただいておりまして、

まず、現地機動班との合同活動訓練を初開催したことへの評価。訓練を踏まえた課題検証

への期待。そのほか、一般の来園者に対して園芸種を魅力的に見せるためのランドスケー

プやディスプレーの工夫への期待。また、生物多様性センターの認知度向上や来園者の興

味を引くような誘導の工夫。その他、湿性園など、各エリアの魅力が効果的に訴求される

ことへの期待など、ご記載をいただいております。評価コメントにつきましては事務局案

のままとしております。 

 神代植物公園の説明は以上でございます。 

○浦田委員長 はい。それでは、神代植物公園について何かご意見がございましたらお願

いします。 

 荻原さん、何かありますか。 

○荻原委員 二次評価で公園自体の管理とかについてもう少し触れられるといいなという

感想がありますけれども、品種とかそういう話が中心なんで。 

○菊池委員 園として見せる管理みたいなのって難しいんですかね。荻原先生のほうにも

書いてあるんですけれども、植物だけを見るんじゃなくて、多分お客さんってこの空間を

楽しみに来ていると思うんですよ。そうなると、バラ好きの人はバラなんですけど、そう

じゃなくて、この神代植物園といえばバラと何かの空間みたいな、先ほどから話になって

いる景観とかという話、ランドスケープとかという話を考えると、ただ単にサクラソウと

か植物体をスマホで撮るだけじゃなくて、そこに来て記念写真とかを撮るときの、例えば

桜、時期がちょっとあれかもしれないですけど、バラと何か桜とか、藤と何とかって、一

つの切り取った写真というか、絵はがきとか、そういうのになるような空間づくりを検討

してはみたいなこととかを書けばいいのかなという。 

○荻原委員 それって意見なのかなという+、評価じゃなくて。 

○浦田委員長 そうだと思いますよね。 

○荻原委員 これってどう評価するか。去年の評価なんで。 
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○守泉委員 だから、本当はバラ園から入っていって、または湿性園から入っていくと、

あそこの何か自然の風景を高齢者の人が車椅子で来ても見られるよねというのはすごくい

いところだし、一方、バラ園はバラ園でヨーロッパの感じがあって、あそこからちょっと

行くと今度は江戸園芸だけじゃなくて江戸の世界にぱっと入れるみたいな空間をつくって

あげると、全く三つの違う空間を味わえるんですよね。そうしたら絶対もっと人が来ると

思うんですよね。 

○荻原委員 江戸園芸は本当にそう思います。 

○守泉委員 植木だけが置いてあっても何も面白くない。 

○荻原委員 結構物語があるので、江戸をほうふつとさせるような中に展示があると非常

にいいんですけど、本当に鉢だけコンクリートの上に並べている。 

○菊池委員 置いてあります、確かに。 

○荻原委員 というのがちょっと残念ですよね。江戸の物語を感じられるといいですよね。 

○守泉委員 江戸時代の時というのが、蛍の養殖がすごい盛んで、１００万匹ぐらいを江

戸の中でみんなやって、それをつくって売るともうかるというのでみんなやっていたらし

いんですね。それをみんな普通のところに売って放したりとかとやっていた文化があるん

で、もともと蛍が自然にあってどうのこうのじゃないんですよね。江戸ってやっぱりそう

いうので夜を楽しんだりとかがあったんで、思い切ってそういうところって、これは生物

多様性じゃないよと言われるかもしれないんですけど、やってもいいんじゃないかと思う

んですけどね。 

○浦田委員長 はい。ほかには何かご発言ございますか。よろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

○浦田委員長 それでは、神代植物公園については、この二次評価案で決定したいと思い

ます。 

 次に夢の島公園・夢の島熱帯植物館、事務局からの説明をお願いします。 

○事務局 １３ページでございます。委員の皆様の評価は一致しておりまして、夢の島公

園がＢ評価、夢の島熱帯植物館がＳ評価となっております。 

 コメントにつきましては、夢の島熱帯植物館について、アートフェスや夜間開園など、

魅力的な企画、来園者数の増加に対する評価。老朽化した施設の維持や温室内の植物の着

実な維持管理への評価。また、展示に関して案内板や解説表示、ＱＲコードなど新旧が混

在し未整理の状況が散見されていることに対して、解説内容の見直しのほか、デザインや
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閲覧方法の統一によって利用者の利便性、満足度の向上を期待するとのご意見をいただい

ております。評価コメントにこちらも反映してございます。 

 夢の島公園・夢の島熱帯植物館の説明は以上でございます。 

○浦田委員長 はい。それでは、委員の皆様からご意見がございましたらお願いします。

特によろしいですか。 

○荻原委員 本当に魅力的になったと思います。 

○浦田委員長 評価が上がりましたものね。 

 それでは、ほかに発言がないようでしたら、この評価案で決定したいと思います。 

 では、次に潮風公園・台場公園です。 

 ご説明をお願いします。 

○事務局 １４ページでございます。委員の皆様の評価は一致しておりまして、両施設と

もＢ評価となっております。 

 評価コメントにつきましては、事務局案のままとしております。 

 潮風公園・台場公園の説明は以上でございます。 

○浦田委員長 はい。それでは、潮風公園・台場公園についてご発言ございますか。 

○守泉委員 その他の意見でも書いたんですけど、台場公園ってやりようがないんですか

ね。台場公園に足を踏み入れて何かいろんなことができるとか、あと近くをずっと船で回

って何ができるとか、何かもうちょっとプラスアルファで何かができるのがあるといいの

かもしれないんですけど、その一方で、皆さん行かれたことあるかどうか分からないです

けど、台場のところにある某外資系のホテルがあるんですけど、すぐにある。そこのとこ

ろのお食事をするところが３か所ぐらいあるんですよね、天ぷらだとか鉄板焼きだとか寿

司とかがあるんですけど、そこのところで天ぷらのところを選ぶスペースに行くと、そこ

のところの食事をする目の真ん前が大きな画面になっていて、そこが全部、台場公園のと

ころが丸々全部見える風景になっているんですよね。 

 だから、一生懸命あそこの管理をしてやったものがホテルに利用されているというか、

ホテルの景観に利用されているだけみたいな感じになっていて、すごくもったいないと言

えばもったいないんですよね。せっかくだから何かなれないのかねと思うんですけれども、

その辺で何か考えていることって東京都ではないんですか。 

○大道公園計画担当部長 かつては、中に砲台の、今も跡みたいなのがあるので、そこに

ちょっとした施設をしつらえて勉強できるような、勉強というか、建屋じゃなくて昔の砲
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台の模型みたいなものをしつらえるようなこととか、案内板を置くような発想があったん

ですが、ちょっと今はそういう計画もなく、自然に草刈りをして楽しんでいただく、そん

な感じですね。 

○守泉委員 そうなんですよね。ちょっと踏み入れるには狭いことは狭いんですけど、以

前にも書いたんですけど、同じような位置づけだったのがフィンランドのヘルシンキのま

ちの真ん前にある島なんですよね。そこはかなり広いんで、世界遺産にも登録されたとい

うのが、中に踏み入れると、ではすごいきれいかと、決してそうではないんですよね。だ

けどそこのところをずっと回れるとともに、ロシアが攻めてくるのに対しての防備なんで、

砲台の跡というか、同じように砲台を置いてあるんですよね。冬場も船で行って踏み入れ

ることができて、そういうところを見ながらずっと散歩をして、中に料亭みたいな食事を

するところがあって、真冬に行くともう寒くてしょうがないねというと、そこのところで

いろんな種類のスープがあってそれを出してくれるんで、それで温まれるという、それで

世界遺産を取っているんで、何かそれのミニ版みたいなのができると、やっぱり指定管理

者もやりようがあるんだと思うんですよ。 

○菊池委員 もうちょっと何か地域のにぎわい振興というのを公園で何かできない。やっ

ぱりビルとかそっちのほうを専門としているからなかなか提案が難しいんですかね。会社

の東京臨海ホールディングスのホームページを見ると、地域のにぎわい創出とかというの

がもう目玉としてはあるんですけれども、やっぱり花火とかプロジェクションマッピング

とかイルミネーションというので、どっちかというと、何だろう、人工的な感じのものが

多くて、もう少しせっかく潮風公園なり台場公園なりという空間をもうちょっと活用した

何か提案を検討いただきたいみたいなのというのは無理なんですかね。やっぱり事業者の

得意、不得意の部分が多分ちょっと弱いところなのかなという気が今、するんですけれど

も。 

○荻原委員 イベントの活用はすごいされていますよね。 

○菊池委員 そういうところは多分得意なんだと思うんですけど、今あるこの空間を活用

して自分たちで何かというのはちょっと苦手なのかなという。 

だから、この評価内容を書いてあるのも、どの公園でも普通にやっていることで、別に評

価というか、やって当たり前でしょという感じの内容なので、評価にもほかの公園と比べ

たら値しないと言えば値しないんじゃないかなと思うんですよ。もうちょっとせっかくこ

の場所にあって、臨海がいろいろ今注目されているということを考えると、もっと頑張る、



- 28 - 

 

守泉委員にも書いていますけれども、自ら提案、評価できるアイデアというか、提案力み

たいなのがもうちょっとあっていいし、実験的にいろんなことをやってみるという場所で

もいいと思うんですけど、そういうのというのはなかなか伝えにくいですかね。 

○浦田委員長 いや、議事録も公開されるので伝わると思います。 

○澤松制度調整担当課長 ここでいただいたご意見については、必ずお伝えはさせていた

だきます。 

○浦田委員長 はい。それでは、この潮風公園・台場公園については、この評価案どおり

ということで決定したいと思います。 

 次に横網町公園の審議に入ります。 

 説明をお願いします。 

○事務局 １５ページでございます。こちらは荻原委員からＳ評価をいただいております。 

 コメントにつきましては、関東大震災１００年の特別企画を積極的に展開したことや、

これによる入園者数の増加につなげた点。広範囲の情報発信によって普及啓発を図った点

などご意見をいただいておりまして、評価コメントに反映しております。 

 横網町公園の説明は以上でございます。 

○浦田委員長 はい。横網町公園については、荻原委員からＳ評価でどうかというご提案

をいただいておりますので、ご発言をお願いいたします。 

○荻原委員 はい。やっぱり関東大震災であれだけたくさんの方が亡くなったところです

から、１００年というのにかける思いは並々ならぬものがあったと思います。本当にびっ

くりするほど頑張られたように私はお見受けいたします。 

 今まであった展示を、やっぱりここは公園としてどう管理するかという独自の管理では

なくて、やっぱり展示物をどうやるかというのと、やっぱりご遺骨をどう扱うかという、

それによって防災的なものをどう伝えていくかということだと思うんですけれども、展示

をまずリニューアルしたというので、もう本当に一変して、もうすごい一段上がった。特

別展を３回やっていらっしゃっている。それから、収蔵資料というのを今までそんなに生

かされていなかったものを、震災の死亡者調査票をかなり手がかかったとは思うんですけ

れども、３万数千人分を公開されている。 

 それから、収蔵品の貸出しというのも活用して、すごくここだけではなくて、もう全国

で、多分東京中でいろんな催しがあったと思うのに対して、ここがやっぱり今までのアー

カイブを持っていたということが発揮されて、すごくたくさん貸し出して、その中で、し
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かも貸し出すだけではなくて、オリジナルの動画を作って文学賞、文芸賞みたいなのをい

ただいているというのも、かなりこんなに、しかも自前でやって収益性があんまり、入場

者数がチケットを売って何とかというのではなくて、入場をやればやるほど大変で、収益

性もないのにこれだけやったというのは並々ならぬ思いがあったと思います。 

 ですから、収入の面では少し減って、マネジメントの面では少し下がったかもしれませ

んけれども、それを凌駕するすごい効果があったと思います。そういう意味では、評価の

点数としては少し足りないかもしれませんけれども、細かく見ると、追加対応業務の効果

的な実施というのが１点ですけど、それも２点になっていいと思いますし、地域コミュニ

ティとの連携というのは、例えば首都防災ツアーですとか、そういうのに対してもいろん

なこういう関連団体がみんな協力してこれをやっていらっしゃると思いますから、こうい

う防災、これについては連携も１点ではなく２点、都民参加、ニーズの掘り起こしという

ところでは、非常にニーズの掘り起こしというのは収蔵品の貸出しにしても高くなってお

り、１点ではなく２点と評価できると思いますので、そういう意味では、もう本当に一皮

も二皮もむけて頑張っておやりになったので「Ｓ」に値すると思いました。 

○浦田委員長 はい。この横網町公園、今、荻原委員から説明がありましたけども、ほか

の委員の先生方はいかがでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

○守泉委員 ここは東京都さんも結構いろいろと支援をしていただいて、また記念のいろ

んな事業のときのトラブルとかでもいろいろと苦労、ここも組織も含めて東京都も含めて

すごい苦労したところかと思うんですけど、ちょっと私は別の観点からここのところを見

たいと思うんですけども、数年前まで個人的には私、国の国立公文書館というところの館

長をさせていただいたんですけども、そのときによく議論がされたのが、過去のいろんな

文章だとか記録だとかというものをどうやって残していくのかというところで公文書館で

文書で残している。 

 それがデジタル化をしていって、今、デジタルアーカイブズというものであったり、あ

と、そのときに生きていた方のインタビューをして、そのインタビューした声をそのまま

残していくというようなこともやっていったりはしているんですけども、その中で、公文

書館でもそうだったんですけども、この関東大震災のところと、それから東京大空襲のと

きのいろんな資料というのを、東京都の公文書館もそうですし、国立公文書館もそうです

けど、なかなか収集ができていないんですよね。 
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 その一方で、ここのところは結構いろいろなものが集まってきていて、それを以前もお

話ししたんです。それを何とかデジタルアーカイブズの形にして次に残していくだけでも

大きな価値があるねという話はしたんですけども、それの収集活動だとか、それに対して

の広報活動というのをかなり努力をされていて、この年のところでもさっきお話ししたよ

うに赤字になっているにもかかわらず、結構自腹を切りつつも、東京都さんの支援もあっ

たとはいえ頑張ってきたところはあるねというところはあって、ただ、私は「Ａ」にした

のは、こういうようなお話をしてもほかの方が賛同されるかどうか分からなかったので、

そこの部分だけを評価すればいいかなというふうに思ったんですけど、ここの部分のデジ

タルアーカイブズの重要性というところの評価をすれば、私もそういう観点から荻原委員

の言うように「Ｓ」にはしたいというところでございます。 

○浦田委員長 どうですか、あとご質問。 

○金子委員 はい。この評価の配点票、横網町公園についてはなかなか厳しい条件といい

ますか、もうこれ以上上がらないというような状況の中では、ちょっと読み方を少し広く

読んでもいいかなと思いまして、それで、さっき具体的に荻原委員もこの項目でとおっし

ゃっていましたけども、そういった部分で点数が上げられるんじゃないかと、素直に上げ

ていいんじゃないかということで、例えば一次評価を見ると、先ほど幾つか荻原委員もお

っしゃいましたけども、あと創意工夫による効果的な維持管理という面でも捉えてもいい

んじゃないかということで、これ評価できるんじゃないかというふうに私もちょっと感じ

ました。 

○浦田委員長 あまり点数の話はそれほど気にされず、あまりにも低いのを無理やりとい

うのはちょっとまずいかもしれませんけど。 

○荻原委員 この年で「Ｓ」をあげなければいつあげるんだということはないと思います

けれども、すごい頑張ったと思います、きっと。 

○浦田委員長 では、ここの横網町公園については、ここは「Ｓ」にしていくということ

でよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

○浦田委員長 はい。それでは、横網町公園についてはＳ評価にしたいと思います。 

 次は東京臨海広域防災公園の西武造園ですね。 

 では、説明をお願いします。 

○事務局 １６ページでございます。こちらは委員の皆様の評価は一致しておりましてＢ
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評価となっております。 

 評価コメントにつきましては、事務局案のままとしております。 

 西武造園株式会社の管理による東京臨海広域防災公園の説明は以上でございます。 

○浦田委員長 はい。ここについて何かご意見はございますか。 

（「異議なし」の声あり） 

○浦田委員長 それでは、引き続き東京臨海広域防災公園の東京都公園協会の分です。 

 説明をお願いします。 

○事務局 １７ページでございます。こちらも委員の皆様の評価は一致しておりましてＢ

評価となっております。 

 評価コメントに直接反映しないものといたしまして、各委員からご意見をいただいてお

ります。まず、発災時の公園の役割を念頭に置いた国営公園と一体となった取組の検討。

また、地域性を踏まえて近隣住民に対し災害対応の必要性と対応をアピールすることなど

ご記載をいただいております。評価コメントにつきましては事務局案のままとしておりま

す。 

 東京都公園協会の管理による東京臨海広域防災公園の説明は以上でございます。 

○浦田委員長 はい。それでは、この東京都公園協会の分について何かご意見はございま

すでしょうか。 

○守泉委員 私の意見でも書いたように、ここは発災時には人を集めるところではないた

め、その意味で、この公園の防災というのが何を伝えられるのかというのをせっかくです

から公園協会が新たな形で考えていただきたいなと。かまどベンチはちょっと違うんじゃ

ないのかな。発災時に人を集める公園ではない中で何ができるのかということになると、

一つは、タワマンの特殊性みたいなところを伝えるという、逆にそうなるというのは、タ

ワマンになかなかあまり人が住みづらくなるのかもしれないんですけど、私はタワマン否

定派なので、そんなところで長周期型で入ったとすれば、まず地震のときで人が家財で潰

されていくし、生き残ったとしても下まで降りられなくて孤立をして、食料と水が尽きて

しまって餓死をする可能性もあるという極端なこともあり得るので、そういうことに対す

る対応としてどういうふうにできるのかというのをむしろ伝えていっていただければなと

いうところです。 

○浦田委員長 はい。ありがとうございます。ほかにご意見はございますか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○浦田委員長 なければ、東京臨海広域防災公園の公園協会の分についてもこの形で決定

させていただきます。 

 では、次に明治公園、お願いします。 

○事務局 はい。１８ページでございます。こちら委員の皆様の評価は一致しておりまし

てＢ評価となっております。 

 コメントにつきましては、お披露目イベント、開園イベントなどによって参加者を得た

ことへの評価。地域連携を含め、今後の展開への期待についてご意見をいただいておりま

して、評価コメントにも反映しております。 

 明治公園の説明は以上でございます。 

○浦田委員長 はい。明治公園について何かご意見がございましたらお願いします。特に

よろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

○浦田委員長 それでは、次に日比谷公園大音楽堂の審議に入ります。 

 では、説明をお願いします。 

○事務局 はい。１９ページでございます。こちら皆様の評価は一致しておりましてＡ評

価となっております。 

 コメントにつきましては、音楽会利用可能日の拡大などによって利用者数の増加に寄与

したことについてご意見をいただいておりまして、評価コメントにも反映しております。 

 日比谷公園大音楽堂の説明は以上でございます。 

○浦田委員長 はい。それでは、何かご意見ございますでしょうか。特によろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

○浦田委員長 それでは、次に都立動物園について説明をお願いします。 

○事務局 はい。資料の２０ページでございます。委員の皆様の評価を一致しておりまし

て、葛西臨海水族園はＳ評価。恩賜上野動物園はＡ評価、多摩動物公園、井の頭自然文化

園がＢ評価となっております。 

 評価コメントに直接反映しないものとして、各園における夜間開園など、サービス向上

の取組への評価についてご記載をいただいております。評価コメントについては事務局案

のままとしております。 

 都立動物園の説明は以上でございます。 

○浦田委員長 はい。それでは、都立動物園についてご意見がございましたらお願いしま



- 33 - 

 

す。 

（「異議なし」の声あり） 

○浦田委員長 それでは、次に都立霊園の審議に入ります。 

 説明をお願いします。 

○事務局 ２１ページでございます。皆様の評価は一致しておりまして、青山霊園、谷中

霊園、八王子霊園がＡ評価、そのほかがＢ評価となっております。 

 評価コメントに直接反映しないものとして、支障木処理やイノシシ対策など、きめ細や

かな取組への評価。そのほか、避暑対策の検討などご記載をいただいております。評価コ

メントについては事務局案のままとしております。 

 東京都霊園の説明は以上です。 

○浦田委員長 はい。それでは、霊園のところについて何かご意見ございますでしょうか。

特によろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○浦田委員長 それでは、瑞江葬儀所の審議に入ります。 

 事務局から説明をお願いします。 

○事務局 ２２ページでございます。皆様の評価は一致しておりましてＡ評価となってお

ります。 

 評価コメントに直接反映しないものとして、施設建て替え期間中の安全対策に関してご

記載をいただいております。評価コメントについては事務局案のままとしております。 

 瑞江葬儀所の説明は以上です。 

○浦田委員長 はい。瑞江葬儀所については何かご意見ございますでしょうか。特によろ

しいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

○浦田委員長 それでは、瑞江葬儀所についてはこの案で決定したいと思います。 

 それでは、以上で全ての施設についての二次評価を決定したということになります。 

 全体を通じて何か今後に向けてのお話など、ご意見などありましたらお願いいたします。 

 はい、どうぞ。 

○守泉委員 さっきの追加で、ちょっと生物多様性のところで、これも何か、例えば芝生

の庭とか、芝生があると自然でいいよねというのがアメリカでも一般的にされていたのが、

数年前にある本が出て、生物多様性という観点からすると、ああいう芝生の管理のやり方
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は全く間違っていたんだというのがセンセーショナルになって、その本っていまだに日本

ではまだ翻訳はされていないんですけども、芝生のところが自然でいいよねというものの

意識がアメリカではその本をきっかけに対して大きく変わってきているので、日本ももう

少し生物多様性という考え方を固定的に考えずに、今、いろんな形で動いている、いろん

な議論が出てきているものをもう少し柔軟に取り入れるとともに、先ほど何か蛍の話をし

ていたんですけど、東京の中で蛍がみんな見られるところがないかねとインターネットで

見たときに、都立公園は一つも入っていないんですよね。かなり多摩のほうの山のほうに

行かないといないというのと、あとは近くで見られるところはどこというと、椿山荘だね

というふうになってしまっていると。そうすると、江戸時代のときに江戸の人たちがそう

いうふうに１００万匹も育てて商売にしている人がいっぱいいて、それで夜の風物をやっ

ていった部分というのが、もう少し公園の中でそういうところのものを戻してあげて、あ

まり堅苦しいことを言わずに、そういう楽しみというのを夏の風物として持たせてもいい

んではないのかなということで、もうちょっと生物多様性の考え方を柔軟に見ていただい

てもいいのかなというのが個人的な意見でございます。 

○浦田委員長 はい。ありがとうございます。そのほか、ご意見はございますか。荻原委

員、どうぞ。 

○荻原委員 割と私はＰＦＩとか事業者さんが入って、スタバを入れるとか、そういう事

業者さんを入れて東京都でもやっていらっしゃると思うんですけれども、個人的、個人的

といいますか、東京都レベルの公園でできるのか分かりませんけど、もう少しコミュニテ

ィで、コミュニティの人たちが自分たちでできるカフェとか、ハーブ園とかをすごく推奨

してハーブ園を育ててといったら、もう少し先に行ったら、じゃあハーブを使ってショッ

プをやるとか、カフェをやるとかという、そういうコミュニティの人たちが自分たちで楽

しみながらソーシャルビジネスでみたいなものを育てる場に公園がなっていくといいな。

ＰＦＩというのも、そういう事業者を入れるだけではなく、そういうコミュニティビジネ

スとか、そういうものを育てて、ソーシャルワークとかを育てていくような場になるとい

いなと思うんですけれども、指定管理の中でももう少し一歩進んでカフェをやったらどう

ですかなんて言っちゃったりするんですけど、伺うと、どうもそういうことはできないと

いう、都の公園の管理規定で指定管理者がそういうことはできないような決まりなんだな

というのを、ちょっと今回いろいろ伺って思ったので、少し何かそういうコミュニティ自

身が、コミュニティといいますか、そういう今までにないニーズがコロナで見えてきて、
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居場所ですとか、孤独なお年寄りがそういうのに関わって、例えば駄菓子屋をやるとか、

そういうビジネスみたいなのが展開していってもいいんじゃないかなと思うので、ちょっ

と公園の、都のほうの、そういうもう少し管理者がそういうことをやろうと思ったときに

道を開けるような仕組みをつくっていただけるといいのかなと思います。それから、そう

ですね、だから、ただ居場所といってもカフェも何でもないとなかなか居場所にならない

から。 

 それから、今オリンピックを見ていると、やっぱりアーバンスポーツみたいなのがこれ

からすごくはやるといいますか、ニーズが高くなってきているので、そういうものにもど

う対応できるかなというのを、少し公園の中で若者たちが新たなコミュニティをつくるみ

たいな、そういうところにも対応していっていただけたらなというふうに思います。よろ

しくお願いします。 

○浦田委員長 はい。ありがとうございます。ほかはよろしいですか。はい。それでは、

二次評価については以上とさせていただきます。大変お疲れさまでした。ありがとうござ

いました。 

 傍聴人の方は後ろの扉から退出をお願いします。 

（傍聴者退室） 

○浦田委員長 それでは、最後に事務局から連絡事項などを説明してもらいますので、お

願いします。 

○澤松制度調整担当課長 委員の皆様、本日はどうもありがとうございました。 

 それでは、今後の予定についてご説明をさせていただきたいと思います。 

 二次評価につきましては、本日決定していただきましたとおりとし、評価コメントにつ

きましては、今日の委員会でのご議論も踏まえて、最終的な評価コメントを整理しまして

別途報告させていただきます。二次評価を踏まえまして、所管局として最終評価を決定い

たします。その後、８月中をめどに各指定管理者に評価結果を通知し、９月中旬頃に東京

都全体で一斉に指定管理者の評価結果をプレス発表する予定でございます。プレス発表資

料は、本日の二次評価結果を基に作成いたしますが、「Ｓ」「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」の評価結

果を意識した記載など、公表のときの文言は事務局で若干工夫する必要もあるかと思いま

すが、その旨ご了承いただければと思います。公表用の資料につきましても、事前に委員

の皆様にご報告させていただきたいと考えております。 

 令和５年度指定管理者評価に関する今後の予定につきましては以上でございます。 
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 それでは、最後になりますが、事務局を代表し、公園緑地部長の佐々木より一言ご挨拶

をさせていただきます。 

○佐々木公園緑地部長 公園緑地部長の佐々木でございます。 

 浦田委員長をはじめ委員の皆様におかれましては、本当に熱心に長い間ご議論をいただ

きまして、誠にありがとうございました。 

 評価の対象の施設が今年も数が増えまして、ますます多くなりまして、さらにはこの暑

い中、区部と多摩の現場にも足をお運びいただきまして、本当に長い間にわたりまして大

変なご苦労をおかけいたしまして、誠に感謝申し上げます。 

 各施設につきまして的確な評価に合わせまして、さらなる事業展開のご提案もいただき

まして、今後の管理運営にとって大変貴重なご意見を頂戴いたしました。重ねて御礼を申

し上げます。 

 私どもといたしましても、昨年度末にパークマネジメントマスタープランというものを

策定いたしまして、都立公園を取り巻く社会環境が変化していく中で、それぞれの公園が

個性を生かして、常に都民のニーズを踏まえてアップデートしていかなければならない。

よく私たちもアップデートとか進化とかバージョンアップとか言うんですけれども、そう

いうことに取り組んでいくということが必要だと考えております。 

 これからの都立公園の目指す姿といったものを明確化いたしまして、指定管理者の創意

工夫を引き出すということで、これからも魅力あふれる公園づくりということを行ってい

きたいと考えております。委員の皆様方には引き続きご指導を賜れれば幸いでございます。

ぜひとも今後ともよろしくお願い申し上げます。 

 これをもちまして御礼のご挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。 

○澤松制度調整担当課長 それでは、以上をもちまして今年度の都立公園等指定管理者評

価委員会を終了させていただきます。委員の皆様、誠にありがとうございました。これに

て散会とさせていただきます。どうもありがとうございました。 

――了―― 

 


